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福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例案の骨子に関するパブリック・コメントの結果について 

 

令和６年１１月７日（木）から１２月９日（月）まで、標記条例の制定に向け、パブリック・コメントを実施し、市民の皆様等か
らのご意見を募集いたしましたので、その結果及びご意見に対する回答を報告いたします。 

 
１ 意見提出者及び件数          ４０名（９５件） 
 
２ 意見の内訳（項目と件数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以上、９５件の意見については、「条例案に趣旨が反映済み」「条例案に規定済み/施行規則等で規定予定のもの」「条例に

規定すべき内容ではないもの/行政指導で対応すべきもの」「十分に検討した結果、骨子を修正しないもの」「今後の検討課題
とするもの」であり、条例案（骨子）の修正は行いませんでした。 

①条例案に趣旨が反映済みのもの ５７件 

②条例案に規定済み/施行規則等で規定予定のもの １２件 

③条例に規定すべき内容ではないもの/行政指導で対応すべきもの １４件 

④十分に検討した結果、骨子を修正しないもの  ４件 

⑤今後の検討課題とするもの ８件 

 
３ 意見の概要と意見に対する考え方 

福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例案の骨子へご意見を賜り、誠にありがとうございました。 
いただいたご意見については、本条例の制定及び運用等の参考とさせていただきます。主な意見の概要と意見に対する考え方は
次ページ以降を参照してください。（ご意見の内容につきましては、原文を要約して掲載しております。） 

※全ての意見概要と市の考え方は別紙を参照してください。 

№ 項　目 件　数 № 項　目 件　数
（１） 目的 1 （10） 原状回復 4
（２） 定義 3 （11） 地位の承継等 1
（３） 禁止区域 9 （12） 立入調査 1
（４） 近隣住民等への説明及び意見の聴取 5 （13） 勧告 1
（５） 費用の確保 4 （14） 許可の取消し 2
（６） 設置許可 1 （15） 手数料 1
（７） 許可基準 11 （16） 情報の開示 1
（８） 変更許可 1 （17） 附則 3
（９） 維持管理及び保守点検 1 （18） その他 45

資料１－１ 



2 

№ 該当する項目 主なご意見の概要 ご意見の取り扱い ご意見に対する考え方 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・定義（風力発電

施設を対象とした

理由） 

○本条例案において対象

施設に風力発電施設を加

えた合理的な理由は何か。

太陽光発電施設および風

力発電施設のそれぞれの

特徴と影響をどう判断し、

本条例案を策定されてい

るか。 

条例に規定すべき

内容ではないと考

えられるため、骨子

の修正はいたしま

せん。 

○近年、本市の山あいに大規模な太陽光発電施設の設置が相次ぎ、保水

機能の低下によって災害の発生や水不足が危惧され、ふるさとの景観が

損なわれるおそれから、市民の不安・懸念が高まっております。このよ

うな背景から、ノーモア メガソーラー宣言や市太陽光ガイドラインに

よって、太陽光発電施設に対する設置抑制の取組みを段階的に強化して

まいりました。 

一方、風力発電施設については、主に風向が良い山地が事業用地に選

定されること、また、事業区域が広範囲となり、太陽光発電施設の設置

によって地域住民が感じるものと同様の不安感はぬぐえないものと捉

えております。 

本条例は、市民の生命・財産を守り、本市の豊かな環境を次世代に守

り継ぐことを目的としていることから、太陽光発電施設だけでなく風力

発電施設も対象としております。 

なお、太陽光発電施設と風力発電施設が及ぼす周辺環境等への影響は

必ずしも同様でないため、禁止区域等を区別して設定するものです。 

○本条例は、再生可能エネルギー発電施設の適切な設置、管理等に関し

て必要な事項を定めることにより、災害の防止、水資源の涵養、景観と

歴史文化の保全、生息生物の保護や獣害の防止等を図り、もって、市民

の生命及び財産を守り、市民が誇りに思う本市の豊かな環境を次世代に

守り継ぐことを目的としております。 

一方で、ゼロカーボン社会の実現に資する適正な再生可能エネルギー

発電施設の導入を促進することを目的としており、再生可能エネルギー

発電施設の必要性を否定するものではなく、本条例の設置基準を満たす

ゼロカーボンに資する適正な発電施設の設置は認めていく考えです。 

 

 

 

 

 

・禁止区域（太陽

光発電施設と風力

発電施設） 

○太陽光発電施設と風力

発電施設の禁止区域を同

一にすべき。風力発電施設

の山地等への設置を禁止

してほしい。 

条例案に趣旨を反

映済みですので、骨

子の修正はいたし

ません。 

・その他（風力発

電施設の規制緩

和） 

○ゼロカーボン実現のた

め、太陽光発電施設よりも

自然環境への影響の少な

い風力発電施設の規制は

緩和すべき。 

条例案に趣旨を反

映済みですので、骨

子の修正はいたし

ません。 
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№ 該当する項目 主なご意見の概要 ご意見の取り扱い ご意見に対する考え方 

２ ・近隣住民等への

説明及び意見の聴

取（対象者の拡大） 

○発電施設を設置する際

の説明会及び意見聴取は

全市民を対象とすべき。 

条例案に趣旨を反

映済みですので、骨

子の修正はいたし

ません。 

○本条例では、説明会の対象となり意見を提出できる近隣住民等の範囲

を発電施設からの一定距離の区域居住者のほか、災害等が発生した際に

影響を受けるおそれがある方、生活環境に影響を受けるおそれがある

方、発電施設の実施により影響をうけるおそれのある観光業や農林水産

業等の事業者など、合理的かつ広範に設定しております。 

また、設置許可や各種届出の段階で発電事業者にはその内容を公表す

ることを義務付けており、これにより事業計画が広く周知されるものと

なります。 

３ ・費用の確保（担

保する制度化） 

○再生可能エネルギー発

電施設を撤去するために

必要な費用その他発電事

業の廃止に要する費用に

関して、費用確保を担保す

る制度が必要ではないか。 

条例案に趣旨を反

映済みですので、骨

子の修正はいたし

ません。 

○撤去費用等の確保については、再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法に基づき廃棄等費用積立制度が創設されました。こ

れにより、法に基づく認定事業者は、原則として認定期間の終了前１０

年間を積立期間とする義務が課されることとなります。当該認定事業者

以外の発電施設の解体・撤去に係る制度化に関しても、国において検討

が進められており、市として動向を注視してまいります。 

本条例では、事業者に対して撤去費用等の確保を義務化し、当該費用

の確保状況を定期報告において毎年度確認することで実効性を高めて

いくこととします。 

４ ・許可基準（防災

対策等） 

○土砂崩れの心配のある

斜面への発電施設の設置

をさせないようにするべ

き。 

 

○工事の手順、雨水対策、

濁水対策及び土砂流出防

止対策を具体的に記載す

べき。 

 

施行規則等に規定

予定ですので、骨子

の修正はいたしま

せん。 

○本条例では、土砂災害等の発生リスクが高いとされる、砂防指定地、

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等を禁止区域としており、再

生可能エネルギー発電施設の設置はできないこととなります。 

また、禁止区域以外では設置許可制を導入し、本条例に設置許可基準

を規定しており、すべての基準をクリアしたもののみ設置可能となりま

す。 

なお、条例の施行規則等において、許可基準をより具体化し、盛土等

を行う際の設計基準や雨水等を適切に排水できるような土地利用計画

の基準を定めることとしております。 
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№ 該当する項目 主なご意見の概要 ご意見の取り扱い ご意見に対する考え方 

５ ・原状回復（義務

化） 

○発電事業終了後の原状

回復を義務化させるべき。 

条例案に趣旨を反

映済みですので、骨

子の修正はいたし

ません。 

○発電事業終了後の原状回復の義務化に関しては、事業者の権利保護の

観点から、法的に困難であると法律家から助言をいただいております。

そのため、本条例では、発電事業廃止後の原状回復を努力義務として規

定し、原状回復のあり方等について運用マニュアル等で示しながら、適

切に事業者を指導してまいります。 

また、発電施設撤去に関しては、再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法に基づき廃棄等費用積立制度が創設されました。こ

れにより、法に基づく認定事業者は、原則として認定期間の終了前１０

年間を積立期間とする義務が課されることとなります。当該認定事業者

以外の発電施設の解体・撤去に係る制度化に関しても、国において検討

が進められており、市として動向を注視してまいります。 

本条例では、事業者に対して撤去費用等の確保を義務化し、当該費用

の確保状況を定期報告において毎年度確認することで実効性を高めて

いくこととします。 

６ ・適用関係（既存

発電事業者への適

用） 

○条例施行前に工事中ま

たは稼働済みの既存発電

事業者にも条例を適用さ

せるべき。 

条例案に趣旨を反

映済みですので、骨

子の修正はいたし

ません。 

○法の不遡及の原則により、本条例を遡及して適用することは困難であ

ります。しかし、条例施行日前に設置済み又は工事中の既存発電施設に

対して、条例施行後の事象に対する義務を課すことは合理的な範囲で可

能であると捉えております。 

そのため、本条例では、附則において、土砂流出防止のための維持管

理や災害発生時の復旧等、一部の義務規定を稼働中及び工事中の発電事

業者に適用することとしております。 

７ ・条例項目の追加

（罰則規定） 

○条例の実効性を高める

ために罰則規定を設ける

べきではないか。 

骨子の修正はいた

しませんが、今後の

検討課題とします。 

○罰則の規定を設けるためには、検察庁との協議など手続きに相当期間

を要することとなります。 

本市を取り巻く再生可能エネルギー発電施設の設置状況等の現状を

考慮し、本条例において発電施設の設置禁止区域の設定や許可制を速や

かに導入する必要があると考えております。 

罰則規定については、今後の状況に応じ、その有効性を研究し、必要

性を検討してまいります。 
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№ 該当する項目 主なご意見の概要 ご意見の取り扱い ご意見に対する考え方 

８ ・その他（森林保

全） 

○再生可能エネルギーの導

入は必要であるが、森林の

伐採等自然破壊や景観の悪

化をまねく発電施設の設置

に反対している。もうこれ

以上福島市の魅力が破壊さ

れないよう、発電施設の適

切な設置を望む。 

条例案に趣旨を反

映済みですので、骨

子の修正はいたし

ません。 

○再生可能エネルギーの導入は国の政策目標により大きく推進され、特

に東日本大震災後に施行された再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法等により再生可能エネルギー発電施設の設置が全

国的に加速したところです。 

このような背景から本市においても、特に山地等を中心にメガソーラ

ーの建設が相次ぎ、ノーモア メガソーラー宣言や市太陽光ガイドライ

ンによって、太陽光発電施設に対する設置抑制の取組みを段階的に強化

してまいりました。 

○本条例は、「ノーモア メガソーラー宣言」の趣旨を踏まえ、公共の

利益を守る観点から市域の約７割に及ぶ区域を発電施設の設置禁止区

域に設定するとともに許可制を導入し適正な設置及び管理を図ること

としております。 

○本条例は、再生可能エネルギー発電施設の適切な設置、管理等に関し

て必要な事項を定めることにより、市民の生命及び財産を守り、市民が

誇りに思う本市の豊かな環境を次世代に守り継ぐことを目的としてお

ります。 

一方で、ゼロカーボン社会の実現に資する適正な再生可能エネルギー

発電施設の導入を促進することも目的としており、発電施設の設置禁止

区域以外においては、本条例の許可基準を満たす発電施設の設置は認め

ていく考えです。 

 


